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                            平 成 2 4 年 9 月 4 日 

連   絡   先 
監査委員事務局 
担当者  
財政的援助団体等監査 市川 

電話 224-2923 
行政監査       池田 

電話 224-2924 
 

資 料 提 供 に つ い て 
１ 発表事項 
  平成 23 年度財政的援助団体等の監査結果及び行政監査「県単独補助金について」の結

果に基づき取り組んだ状況（講じた措置）について 
 
２ 発表内容 

平成 23 年度財政的援助団体等監査結果及び行政監査「県単独補助金について」の結果

に基づいて、知事、教育委員会及び公安委員会が取り組んだ状況（講じた措置）を公表

します。 

  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 2 項、第 7 項の規定に基づき、平成

23 年度に実施した監査※について、知事、教育委員会及び公安委員会から、その結果に

基づいて平成 24 年 6 月末日までに取り組んだ状況（講じた措置）が監査委員に通知され

たので、同条第 12 項の規定により、平成 24 年 9 月 4 日付け三重県公報により公表する

ものです。 

※  財政的援助団体等の監査では、監査対象 334 団体のうち出資(出捐)団体 11 団体、

公の施設管理団体 6 団体及び補助金等交付団体 16 団体の計 33 団体を選定のうえ、

平成 22 年度における財政的援助に係る出納その他事務の執行状況を基本とし、県の

関与度の高い出資（出捐）団体においては経営状況等も併せて監査を行いました。     

これらの結果は平成 24 年 3 月 2 日付け三重県公報に登載、公表しています。 

また、行政監査では各部局に対して県単独制度の補助金の概要等に関する調査を

実施し、把握した 273 補助金のうち 30 補助金を選定し、その補助金を所管する県の

機関を対象に監査を行いました。これらの結果は平成 23 年 11 月 4 日付け三重県公

報に登載、公表しています。 

 
３ 取組の状況（講じた措置） 
（１）財政的援助団体等の監査にかかるもの 

財政的援助に係る出納その他事務執行など、監査委員が指摘した 134 件（31 団体）

について、「概ね対応済み」が117件（構成比87.3％）、「改善に着手」が14件（同10.5％）、

「検討に着手」が 3 件（同 2.2％）となっており、監査に対する改善率（「概ね対応済

み」と「改善に着手」の全体に対する割合）は 97.8％となっています。 

なお、「検討予定」又は「取り組んでいない」とする報告はありませんでした。 
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項     目 
概ね対応

済み 

改善に 

着手 

検討に 

着手 

検討 

予定 

取り組ん

でいない 
計 

出資（出捐） 

団 体 
４０ １２ ３ － － ５５ 

公 の 施 設 

管 理 団 体 
２０ ２ － － － ２２ 

補 助 金 等 

交 付 団 体 
５７ － － － － ５７ 

合 計 １１７ １４ ３ － － １３４ 

 

（２）行政監査にかかるもの 
   監査委員が「速やかに是正、改善を求める事項」として指摘した 66 件のうち、「概

ね対応済み」が 58 件（構成比 87.9％）、「改善に着手」が 7 件（同 10.6％）、「検討に

着手」が 1 件（同 1.5％）、監査に対する改善率（「概ね対応済み」と「改善に着手」の

全体に対する割合）は 98.5％となっています。 

なお、「検討予定」又は「取り組んでいない」とする報告はありませんでした。 

    

● 速やかに是正、改善を求める事項 

項  目 
概ね対応

済み 

改善に 

着手 

検討に 

着手 

検討 

予定 

取り組ん

でいない 
計 

合 計 ５８ ７ １ － － ６６ 

 

また、監査委員が「改善または改善についての検討を求める事項」として指摘した

28 件のうち、「概ね対応済み」が 24 件（構成比 85.7％）、「改善に着手」が 4 件（同

14.3％）、監査に対する改善率（「概ね対応済み」と「改善に着手」の全体に対する割

合）は 100.0％となっています。 

なお、「検討に着手」、「検討予定」又は「取り組んでいない」とする報告はありませ

んでした。 

    

○ 改善または改善についての検討を求める事項 

項  目 
概ね対応

済み 

改善に 

着手 

検討に 

着手 

検討 

予定 

取り組ん

でいない 
計 

合 計 ２４ ４ － － － ２８ 

 

（注）①「概ね対応済み」………概ね改善を終えたもの、改善が確実に見込まれるもの。 

②「改善に着手」…………改善に取り組み、引き続き改善しているもの。 

③「検討に着手」…………改善に向けて検討がなされているもの。 

④「検討予定」……………これから改善に向けて検討しようとしているもの。 

⑤「取り組んでいない」…対応する取組がなされていないもの。 

※ 件数については、所管部局に対する団体への改善指導等の意見が含まれています。 

※ 監査後に廃止または終了となった補助金については、今後、新たに補助制度を創

設する場合や既存の補助制度について、どのように対応するか（しているか）を考
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慮して評価を行っています。 

 

※ 行政監査のうち、「改善または改善についての検討を求める事項」については、速

やかに是正を要する事項ではないが、より効果的・効率的な補助制度となるよう改

善、検討を求めるものであり、改善、検討に要する期間を考慮する必要があること

から、上記の基準に下記の基準を加えて評価を行っています。 

 

①「概ね対応済み」………一定の方向性を見出し、改善に取り組んでいるもの。 

②「改善に着手」…………検討を開始し、一定の方向性を見出しているもの。 

改善に取り組んでいるものの、さらに改善に向けての検 

討が必要なもの。 

 

 

※ 主な取組状況については、次頁以下のとおりです。 
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1 財政的援助団体等監査にかかるもの 

（参考）取組状況（講じた措置）の例 

① 概ね対応済み 

監査意見の概要 講じた措置(対応状況)の概要 

一般財団法人伊勢湾海洋スポーツセンタ

ー（地域連携部） 

  法人では平成 17 年度に津ヨットハーバ

ー危機管理マニュアルを策定しているが、

非常時連絡系統表等が最新のものとなっ

ていないなど、毎年度当初に行うべき見直

しが行われていないため、早急に見直しを

行うとともに、このマニュアルに基づく連

絡体制確認等の訓練を実施されたい。  

また、同マニュアルは大規模地震・津波

を想定したものとなっていないため、内容

を検討のうえ、大規模災害の対応等を含め

たマニュアルとなるよう見直しを図られ

たい。 

 

 

 

平成 17 年度に策定した津ヨットハーバー危

機管理マニュアルの非常時連絡系統表を、平成

24 年 4 月 1 日現在の職員構成に整合するよう

に修正しました。 

また、津ヨットハーバー危機管理マニュアル

については、平成 24 年 6 月に、大規模地震、

津波を想定した内容に見直しました。 

今後は、マニュアルに基づいた訓練を、年 2

回程度実施する予定です。 

有限会社熊野市観光公社（教育委員会） 

  会計事務等について、下記のとおり事務

処理上改善を要する事項が見受けられた

ので、留意のうえ、今後、適正な事務処理

に努められたい。 
○基本協定書に定める業務報告書につい

て、期限内に提出されていないものがあっ

た。 

 
基本協定書に定める県への提出書類につい

ては、期限に遅れることのないよう、担当者に

注意喚起し、朝礼等で再度提出物の確認を行っ

ています。また、提出書類名、期限、発送日等

を記載した「報告記録調書」を作成し、担当者

と所長が確認する二重チェック体制を整備し、

提出状況は職員全員に周知しています。 
なお、平成 23 年度第 4 四半期分の業務報告

書については、提出期限である翌四半期の初日

から 15 日までに適正に県に提出しています。

（平成 24 年 4 月 11 日に提出。） 
 

農林水産部森林・林業経営課 

 （所管部局に対する意見） 

「三重の木」利用推進協議会に対する補

助金について、三重県補助金等交付規則に

定める補助事業等状況報告書が補助事業

者から提出されておらず、また同報告書に

添付すべき書類が交付要領等で定められ

ていないので、添付すべき書類を定め、補

助事業者に明示するとともに、適時適切に

提出するよう指導されたい。 

 

 

 

平成 24 年 2 月 15 日付けで「森林・林業経営

室関係補助金等交付要領」について補助事業等

状況報告書の提出及び添付書類について規定

の改訂を行い、関係事業者に通知しました。 

今後とも各種事務手続を適時適切に行うよ

う職員への当該要領の周知徹底とチェック体

制の強化を図るとともに、各種事務手続を適時

適切に行うよう団体を指導していきます。 
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②改善に着手 

監査意見の概要 講じた措置(対応状況)の概要 

公益財団法人三重県国際交流財団（環境生

活部） 
法人では多数の個人情報を有している

ため、情報の流出など不測の事態に備え、

初動体制の整備や行動計画等の策定につ

いて検討されたい。 

 

 

個人情報については、「公益財団法人三重県

国際交流財団個人情報保護実施要領」に基づ

き、適切に取り扱っているところですが、ご指

摘の情報の流出など不測の事態に備えた、体制

の整備等の重要性は深く認識しているところ

です。 

ご指摘の趣旨を踏まえ、24 年度中の整備を

目途に、総合的な「不測事態にかかる対応マニ

ュアル（仮称）」策定のため、ワーキングを設

置し情報収集しています。 

 

財団法人三重県下水道公社（県土整備部） 

 法人の業務は、その大半を公の施設管理

業務が占めているとはいえ、管理業務以外

にも下水道に関する知識の普及及び啓発

等を行っている。 

 しかしながら、平成 14～23 年度の中長

期計画においては、管理業務及び受託事業

に関する業務のみが記載されているので、

次期計画においては、下水道知識の普及業

務等を含めた法人全般の事業計画となる

よう策定に取り組まれたい。 

 

  
平成 24 年度以降の中長期計画について、公

社内部に経営計画策定部会を設置し現在検討

を行っているところであり、9 月末を目途に策

定します。 

 
③検討に着手  
監査意見の概要 講じた措置(対応状況)の概要 

公益財団法人三重こどもわかもの育成財団

（健康福祉部） 

青少年育成事業会計については、毎期運

用財産を取り崩して運営しており、数年後

には枯渇することが予想されることから、

事業のあり方等その運営方針を明確にし、

中長期的な計画を策定されたい。 

 

 
青少年育成事業は、運用財産を原資として

事業を行ってきましたが、事業のあり方や中

長期的な計画について検討していくため、平

成 23 年度第 2 回評議員会・理事会で検討会を

設置することを決定し、現在、その人選や中

長期計画に必要な資料の収集・分析等の準備

を進めているところです。 
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2 行政監査にかかるもの 

（参考）取組状況（講じた措置）の例 
 

● 速やかに是正、改善を求める事項 

 ① 概ね対応済み 

監査意見の概要 講じた措置(処理状況)の概要 

家庭支援推進保育事業費補助金（健康福祉部） 

補助金交付等の事務手続きについて 

事務手続き上不適切な事案が見受けられた 

ので、留意のうえ、今後適正な事務処理に努

められたい。 

 (1) 補助事業等状況報告書が提出されてい

なかった。 

(2) 人件費については、4月1日から当該補助

金の対象経費としているが、要綱・要領上

に事前着手等の定めが明示されていなかっ

た。 

 

 

 

(1) 新たに設けた状況報告の規定に基づき実

施します。 

(2) 交付要領別表の対象経費に「4月1日から翌

年3月31日まで実施する家庭支援推進保育事

業に必要な経費」と規定しました。 

（平成24年5月30日施行） 

多品目適量産地育成事業費補助金（農林水産部） 

交付要領等における規定状況について 

規定状況に次のような点が見受けられたの

で、必要な事項をわかりやすく明示されたい。 

(1) 申請取下げ期限が規定されていない。 

(2) 交付要領等において、補助対象経費が明

確にされていない。 

 

 

(1) 農畜産課関係補助金等交付要領を平成 24

年 4 月 1 日付けで改正し、県規則第 7 条に規

定する申請の取下げをすることができる期限

を交付決定の日から2週間以内と定めました。 

(2) 交付要領等において、補助対象経費がわか

りにくい状況になっていました。事業実施要

領等で補助対象となる経費が明確になるよう

記載することとしました。 

 

 

② 改善に着手 

監査意見の概要 講じた措置(処理状況)の概要 

運輸事業振興助成交付金（雇用経済部） 

補助金交付等の事務手続きについて 

自治事務次官通知では交付の時期を、原則9

月と3月にそれぞれ交付金の1/2を交付するも

のと定めているが、本県では2件の補助事業者

に対し、いずれも1回目に1/2以上を支払って

いるものの、その内容、理由について精査し

ていない。支出している交付金は多額であり、

県の財産の適正な管理という観点から、概算

払の時期や額について、精査・検討されたい。 

 

 

 

自治事務次官通知では交付の時期を、「原則 9

月と 3 月にそれぞれ交付金の 1/2 を交付するも

の」と定めておりました。 

指摘事項について検討を行っている最中に、

「運輸事業の振興の助成に関する法律」（平成

23 年法律第 101 号）が施行され、当該交付金の

交付は各都道府県の規則等で定めることとな

り、「原則 9月と 3月にそれぞれ交付金の 1/2 を

交付する」の規定は撤廃されました。 

これらの状況を鑑み、平成 24 年度以降は三重

県補助金等交付規則の規定の範囲内で概算払の

時期や額について精査・検討してまいります。 

 

 
 
 



7 

③ 検討に着手 

監査意見の概要 講じた措置(処理状況)の概要 

緊急地震対策促進事業補助金（防災対策部） 

補助金交付等の事務手続きについて 

写真で確認可能である、市町の検査機関に

よる検査を経ている、等の理由により書面の

みで履行確認が可能であるとしているところ

であるが、施設整備事業も補助対象であるこ

とから、可能な限り実地での検査を実施され

たい。 

 

 

 

実地での履行確認について、原則、書面によ

る履行確認を継続しますが、より補助金交付事

務の適正化を図るため、抽出等による実地検査

の実施について、平成 24 年度中を目標に検討を

行います。また、24 年 6 月に開催した補助金事

務担当者会議において、抽出の対象や方法等に

ついて、検討を行いました。 

 
○ 改善または改善についての検討を求める事項 

 ① 概ね対応済み 

監査意見の概要 講じた措置(処理状況)の概要 

福祉活動指導員設置費補助金（健康福祉部） 

補助制度について 

当該補助制度は、三重県社会福祉協議会を

対象として7名の福祉活動指導員設置に係る

人件費のうち85％の補助を行っているが、同

協議会の更なる自主財源の確保を促し、引き

続き当該補助制度のあり方について、検討を

行うことが望ましい。 

 

 

 

三重県社会福祉協議会への人件費補助のあり

方を検討した結果、平成 24 年度補助分から、以

下のとおり、補助制度の見直しを図りました。     

① 県社協職員の平均給与をもとに人件費単価

の上限額を設定しました。 

② 従来の補助率 85％を撤廃し、補助の上限額

を 40,000 千円としました。 

③ 一部の手当を補助対象外としました。 

今後も、引き続き三重県社会福祉協議会の独 

自事業等による更なる自主財源の確保を促すと

ともに、必要に応じて補助制度のあり方を見直

していきます。 

 

 

② 改善に着手 

監査意見の概要 講じた措置(処理状況)の概要 

三重県留学生等支援事業補助金（環境生活部） 

補助金の効果・成果の把握について 

これまでの成果を検証するとともに、多文

化共生社会づくり、国際交流活動の推進に向

け、奨学金受給者の人材活用のしくみづくり

等を一層進めることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

奨学金受給者の人材活用に関しましては、当

課が参加するイベント等への協力及び、海外で

の三重県のＰＲをお願いしています。特に外国

人留学生に関しては、県内での多文化共生啓発

イベント等において、出身国の文化を伝えてい

ただくと共に多くの日本の方にも多文化共生へ

の理解を促す取組に協力いただいています。 

海外に留学中の留学生に関しては、県内での

活動協力には無理があることから、インターネ

ット環境を活かしての活動協力等、しくみづく

りを検討しているところです。 

 

 
 


